
■「くっちゃん生活応援金（食料品等価格高騰対策支援）給付事業」は、日本国内で長引く
米などを含む食料品の価格高騰による影響を受け続けている町民に対する支援策として、
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、町民1人あたり 13,000円の
給付を行う倶知安町の新たな給付事業です。

■「生活応援金」の給付を受けるためには、申請手続きが必要です。
手続きには、同封の「申請書」を記入の上、生活応援金の振込先口座の通帳かキャッシュ
カードの「口座名義と口座番号のわかる部分のコピー」を「申請書」と併せて郵送(提出)
若しくは電子申請しなければなりません。

給付対象者（給付要件）

▶「郵送」で申請する
下の❶と❷を返信用封筒に入れて投函
❶ 申請書に必要事項を記入

❷ 振込先口座の通帳かキャッシュカードの口座名義

と口座番号のわかる部分の写し（コピー）

▶「役場窓口」で申請する
上の❶と❷を役場の申請窓口に直接、提出ください
受付場所 役場 3階 展望テラス臨時窓口
受付時間 9：00～12:00 13:00～16：00

（休日・祝日を除く平日のみ）

〘申請書の記入方法（記入例）は裏面にあります〙

● 詳細は、下のURL か右 QRコードから

町公式ＨＰ「くっちゃん生活応援金」サイト
をご覧ください。→
URL：https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/town̲administration/seikatu̲ouenkin/

● 「生活応援金」は、差押禁止等及び非課税の対象
となります。

(1) 令和７年 11月１日時点で、町の住民基本台帳に記録されている方で、令和７年11月２日
から令和７年12月 31日の間に住民票が除票となっていない方

(2) 令和７年 11月２日から令和７年12月 31日までの間に、日本国内からの転入、又は日本
国内での出生により、町の住民基本台帳に記録された方

《物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業》

● 期限を過ぎると、生活応援金の給付を希望しない
ものとみなします。

● 郵送時は、期限当日消印まで有効とします。

申請期限

給付額

令和8年 6月 1日（月）まで

1 人あたり 13,000円
● 原則本人への給付（口座振込）となります。
ただし、給付対象者が未成年者であるなど本人への
給付が困難な場合は、同じ世帯の世帯主（その他の
世帯員）に給付することができます。

申請の方法

▶「申請フォーム」から申請する
❶ 振込先口座の通帳かキャッシュカード

の口座名義と口座番号のわかる部分を
スマホのカメラ機能で撮影しておく

❷ スマホで右のQRコードからアクセス
（パソコン⇒URL：https://logoform.jp/form/5XkU/1445099)

❸ 入力項目をすべて入力

❹ ❶の画像データを添付 ⇒

アクセス用 QRコード

[申請をする前に準備するもの]
・郵送された「申請書」
・振込先預貯金口座の通帳・キャッシュカードなど

● 以下の方法で申請することができます。

送 信

その他

給付の時期

申請後４０日以内が目安
● ただし、申請された書類に不足・不備があったとき
は、給付時期の遅れ、または給付されないことがあり
ます。

You can view information in foreign languages by clicking the URL on the right or scanning the QR code.
您可以点击右侧的网址或扫描二维码查看外语信息。/ 您可以點選右側的網址或掃描二維碼查看外語資訊。
오른쪽 또는 코드에서 외국어 안내를 볼 수 있습니다URL QR .

Languages / 言語 / 语言 / 언어
[ English ] [ 简体中文 ] [ 繁體中文 ] [ 한국어 ]

（注）給付要件に該当しても 以下の場合は給付対象外になります。
▶ 令和８年１月 15日以降の届出によって、町の住民基本台帳に記録された場合
▶ 申請手続き前に死亡・出国などにより住民票が除票となった場合



給付金を装った「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる

不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄り

の警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

●●●銀行 ▲▲支店

9 9 9 9 1 2 3 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ｸﾂﾁﾔﾝ ﾀﾛｳ

倶知安 太郎

❷

記載方法（申請書の記入例）

3 10

❷ 申請日を記入する

999999 1234567

各番号は世帯・個人ごと割り振りされ、
問合せの際や、申請するときに使用

例）3/10 に申請書を記入した場合
❶ 裏面の誓約・同意内容を確認する

✔ 1 1 1
✔

○○○○○○○○ ・・・・・・.ne.jp

999999 1234567

✅❸ 下記項目すべてに記入（ ）する
❸

○○○ ○○○○ ○○○○

申請者の氏名、性別、生年月日の記入に
より、裏面の契約・同意事項に合意した
ものとみなされます

9 0 8 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ｸﾂﾁﾔﾝ ﾀﾛｳ

❹

❹ 振込先口座を記入 ※上記は、あくまで記入例のため、実際はどちらかに記入

【うら】

【おもて】

倶知安 じゃが子 妻 1989 3 3 999999 ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

倶知安 ジャガ太 子 2017 4 4 9 8 ７ ６ ５ ４ ３

同一世帯をまとめて申請できるのは「世帯番号が同じで、その給付対象者が希望する場合」
となります。生活応援金の振込先は申請者の届出口座になります。
例）上記の場合、申請者は世帯主（太郎）、妻（じゃが子）と子（ジャガ太）は同一世帯員で

世帯番号は同じため、家族 3人分を一括申請し、申請者の口座に 3件分が入金されます。

各々に届いた申請書にある受給者番号を記入
※世帯番号が同じかを必ず確認ください！

❺ 世帯員分まとめて申請したい場合

申請者本人のみ
申請する場合、
申請書の記入は
❹までです。

❺をとばし

❻添付書類の準
備に進み

❼申請書類を郵
送か窓口提出し
てください。

❻ 添付書類の準備

❺

● 振込先の預貯金口座は、申請者名義の普通預金口座（日本国内の口座のみ）となります。
● 振込先口座の通帳かキャッシュカードの口座名義と口座番号のわかる部分をコピーした
ものを準備する。

❼ 申請書類の郵送（提出）

●【郵送】返信用封筒に「記入済みの申請書」・「❻添付書類」を入れ投函する。
●【提出】役場の申請窓口に「記入済みの申請書」・「❻添付書類」を直接提出する。

❽ 申請書類を受理後、生活応援金を振込（給付）
● 申請後、提出された申請書類の確認審査を行い、40 日以内を目安に、届出のあった口座
にお振込み（給付）となります。※申請書類に不備等があった場合は、振込みが遅れる場合があります。

● 本人以外の方が申請（請求）及び
受給を行う場合、給付対象者本人の
委任が必要になります（❾）

● ❾を記入後❶～❹について記入し、
❾欄下の添付書類を添えて郵送（提
出）してください
ださい。

❾ 代理による申請 俱知安町北●条西▲丁目

後志 花子 姉 S60 5 5
090 ○○○○ ○○○○

倶知安 太郎

❾

くっちゃん生活応援金については・・・

「くっちゃん生活応援金担当（総合政策課）」

☎TEL：（0136）56-8001
受付時間： 9：00～12:00 13:00～16：00

（休日・祝日を除く平日のみ）
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999999 1234567

その他【申請フォーム】による申請は、24 時間申請手続きが可能で郵便ポストや
役場まで行く必要がありませんので、ぜひご利用ください！


